
山形県薬事審議会会長殿

「山形県大麻取扱者免許審査基準の改正」及び「令和7年度

薬事監視重点監視項目」について(諮問)

山形県薬事審議会条例(昭和37年山形県条例第16号)第2条の規定により、標記につ

いて貴審議会の意見を求めます。

山形県知事

健企第 12 7 0 号

令和7年2月19日
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